妙高市インフルエンサー（地域のこし協力隊）を活用した
地域魅力発信強化業務委託　公募型プロポーザル実施要領

１．目的
[bookmark: _Hlk224737153]この要領は、妙高市インフルエンサー（地域のこし協力隊）を活用した地域魅力発信強化業務委託を実施するにあたり、業務に対する意欲が高く、かつ技術的能力・実行力等に優れた事業者を優先交渉権者として選定するため、公募型プロポーザル方式により、各種手続き、要件等に関して必要な事項を定めることを目的とする。

２．業務概要
（１）事業名
[bookmark: _Hlk223012560]妙高市インフルエンサー（地域のこし協力隊）を活用した地域魅力発信強化業務委託
（２）業務内容
別紙１「妙高市インフルエンサー（地域のこし協力隊）を活用した地域魅力発信強化業務委託仕様書（案）」のとおりとする。
（３）委託期間
契約日から令和９年３月３１日（水）まで
（４）提案上限額
3,197,000円（消費税及び地方消費税を含む。）
[bookmark: _Hlk223441380]※ただし、金額は、国の「地域おこし協力隊推進要綱」（平成２１年３月３１日付総行応第３８号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。）の地方財政措置額を財源とするもので、同要綱が改正された場合は、変更が生じることがある。

３．スケジュール　
	実施内容
	実施期日

	実施要領の公表（市ホームページ掲載）
	令和８年３ 月23日（月）

	質問書の提出期限
	令和８年３ 月30日（月）

	質問書の回答
	令和８年４ 月２ 日（木）

	参加表明書の提出期限
	令和８年４ 月６ 日（月）

	企画提案書の提出期限
	令和８年４ 月22日（水）

	プレゼンテーション及びヒアリング審査
	令和８年４ 月30日（木）

	審査結果の通知（優先交渉権者の決定）
	令和８年５ 月８ 日（金）

	契約締結
	令和８年５ 月下旬


　　※土・日曜日など閉庁日には受付を行わない。
　※スケジュールは予定であり変更する場合がある。

４．参加資格要件
本プロポーザルに参加しようとする者は、本業務に参画する意欲を持って業務にあたるとともに、以下の要件を全て満たしている者であること。
（１）市内に本店、支店、営業所、活動拠点を置く法人等であること。
※なお、応募時点で（１）の要件を満たしていない場合は、隊員の募集開始時までに要件を満たすことを条件として、応募要件を満たしているものとみなす。
（２）地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号の規定に該当しない者。
（３）妙高市及び国又は他の地方公共団体において競争入札参加資格を有する場合、指名競争入札に関する指名停止を受けていないこと。
（４）妙高市暴力団排除条例（平成２４年３月２６日条例第７号）に定める暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者でないこと。
（５）公募開始の日から契約締結の日までのいずれの日においても、会社更生法、民事再生法等に基づく更生又は再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
（６）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申し立てをしている者でないこと。
（７）国税、地方税のいずれも滞納している者でないこと。

[bookmark: _Hlk223012539]５．参加表明書の提出
（１）提出期限　　令和８年４月６日（月）１７時まで
（２）提出書類　　
ア　参加表明書（様式第１号）
イ　会社概要書（様式第２号）
ウ　商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書） ※写し可
エ　印鑑証明書 ※写し可
オ　市税の納税証明書 ※写し不可、納税義務がない場合は不要
カ　法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書 ※写し可
キ　決算書の写し ※申請日直前事業年度の１年間分の財務諸表のうち、（ア）貸借対照表、（イ）損益計算書
ク　暴力団等の排除に関する誓約書（様式第３号）
ケ　委任状（様式第４号）　※営業所、支店が参加する場合は必要
※エ～キの証明書は提出日以前３か月以内に証明されたものを提出すること。
（３）提出方法　　持参又は郵送する。なお、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。
（４）参加辞退　　参加表明書の提出後に本プロポーザルへの参加を辞退する場合は、速やかに事務局に連絡するとともに、書面(任意様式)で通知すること。

６．質問書の提出及び回答
（１）質問書の受付
・令和８年３月30日（月）17時までに「質問書（様式第５号）」に記入し、電子メールにて送付すること。
・質問は電子メールのみ受け付けるものとし、メールの件名は「妙高市インフルエンサー（地域のこし協力隊）を活用した地域魅力発信強化業務委託質問書（業者名）」とすること。
（２）質問への回答
・質問事項への回答は、令和８年４月２日（木）17時までに、参加表明書を提出した全参加者の質問を全てまとめ、電子メールで回答する他、妙高市ホームページ上で公開する。

７．企画提案書等の提出
（１）提出期限　　令和８年４月22日（水）17時
（２）提出書類
　　　提出書類は、ファイル等に綴じて提出すること。
ア　企画提案提出書（様式第６号）
イ　企画提案書（任意様式）及び企画提案書を収納したCD-R
ウ　業務実施体制調書（様式第７号）
エ　業務工程表（任意様式）
オ　見積書及びその内訳書（任意様式）
（３）提出部数
　　各８部（正本１部・副本７部）
※副本には事業所名が特定できる表現、ロゴマークなどの記載は行わないこと。
（４）提出方法　　持参又は郵送とする。なお、郵送の場合は提出期限までに必着のこと。

８．企画提案書等作成方法について
　（１）企画提案提出書（様式第６号）
　　　　　必要事項を記入の上、提出すること。
（２）企画提案書（任意様式）
・企画提案書は、別紙２「評価基準」に示す評価項目ごとに作成し、その内容は別紙１「妙高市インフルエンサー（地域のこし協力隊）を活用した地域魅力発信強化業務委託仕様書（案）」に沿ったものとすること。また、業務内容の各項目について、具体的かつ分かりやすく、簡潔に記載すること。
・業務実施スケジュールについて、業務開始から1年間の具体的な実施スケジュールを作成すること。また、事業の継続的な展開を見据え、3年間を想定した中長期的な事業スケジュール（ロードマップ）を併せて作成すること。
・成果目標設定について、1年目、2年目、3年目それぞれの年度における成果目標を設定すること。なお、成果目標はフォロワー数、リーチ数、エンゲージメント等の指標を用いるなど、可能な限り定量的に示すものとする。
・文字サイズは10.5ポイント以上とする。ただし、図表中に使用する文字についてはこの限りでない。
・文書を補完するためのイメージ図・イラストなどの使用は可能とする。
・用紙サイズは、原則として日本工業規格（JIS）によるＡ４サイズとする。片面を20ページ以内とし、各ページの下部余白にページ番号をつけること。なお、Ａ３サイズによる折込ページは可とするが、Ａ３サイズは２ページとして換算する。

　（３）企画提案書の取扱い
　　　・本プロポーザルに係る書類作成及び提出に要する経費は、参加者の負担とする。
・提出された書類は、返却しないこととする。
・参加者は１つの提案しか行うことができない。
・審査結果に対する異議は一切認めない。
・電子メール等の通信事故、及び書類等の郵送・配送の途中の事故(郵送・配送の遅延を含む)については、本市はいかなる責任を負わない。

９．プレゼンテーションの実施
（１）実施日時・場所
令和８年４月30日（木）　妙高市役所　３階　303会議室
（２）説明時間
１参加者につき40分程度（プレゼンテーション30分程度・質疑10分程度）
（３）出席者
　　　出席者は３名以内とし、説明は本事業に主に携わる予定の担当者とすること。
（４）留意事項
・プレゼンテーションは、提出した企画提案書等をもとに行うものとし、追加提案や追加資料の配付は認めない。
・モニター、電源、延長コード、HDMIケーブルは市で用意する。
・プレゼンテーションの準備は、会場入室後、10分以内に行うこと。
・プレゼンテーションは個別に行い、非公開とする。
・日程の詳細は、下記「10．失格事項等」に該当しない者に別途通知する。

10．失格事項等
下記の内容に該当する場合は、失格となることがあるので留意すること。
（１）提出された書類の提出方法、提出先及び提出期限に適合しなかった場合
（２）参加資格要件を欠く場合
（３）提出書類に虚偽の内容が記載されている場合
（４）本実施要領等に記載のある必要事項を満たしていない場合
（５）選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合

11．審査方法及び審査基準
審査にあたってはあらかじめ定めた評価基準に基づき、審査及び評価を行う。なお、評価項目に関する質問は一切受け付けない。
（1） 審査基準
　　　・別紙２「評価基準」
（2） 審査委員会
優先交渉権者の選考を行うため、庁内審査委員会を設置し、審査する。
（3） 審査方法
・企画提案書及びプレゼンテーション、見積書等の内容から評価項目ごとに点数化し、各審査委員の評価点数の合計が満点の６割以上である参加者のうち、審査委員ごとに合計点数が最も高い者を１位とする。１位と順位付けした審査委員数が多い参加者を優先交渉権者として選定する。１位が同数の場合は、同数となったものについて２位と順位付けした審査委員数が多いものを上位として決定し、以下同数の場合は同様に３位、４位と続く。この方法によっても決定できない場合は、審査委員の総得点数が上位の者を選定する。
・なお、参加者が１者のみの場合であっても審査を実施し、審査の結果、適当と認められた場合は優先交渉権者として選定する。
　（４）プロポーザル結果の通知
令和８年５月８日（金）までに参加者へメールで通知するほか、妙高市ホームページで公表する。

12．契約に関する基本事項
（１）契約締結は、本プロポーザルにより選定した第１位交渉権者を相手方とし、地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定により随意契約を行う。
（２）契約にあたっては、選定した第１位交渉権者と協議を行い、採用した企画提案書を基本とするが、実情に応じ一層優れたものに内容を変更、発展させることができるものとする。
（３）第１位交渉権者が契約締結を辞退した場合等は、第２位交渉権者と契約手続き交渉を行う。

13．その他
本要領に定めのない事項ならびに疑義が生じた場合は、協議により定める。

14.担当部署・提出先
妙高市企画政策課　政策・広報グループ　担当者：柴田
〒944-8686　妙高市栄町５番１号
電　話：0255-74-0004
ＦＡＸ：0255-72-9841
メール：kikakuseisaku-keiyaku@city.myoko.niigata.jp

6

